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海溝型地震では、大陸プレートと海洋プレートがぶつかる
海底（※イラスト中央）に震源があります。しかし、内陸型
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【出典：熊本災害デジタルアーカイブ】【出典：熊本災害デジタルアーカイブ】
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安否確認の手段を確保する

非常持出品・備蓄品を確認しておく

　日頃からできる備えとしては、家具や重い
ものを固定することや、机・布団・ベッド周り
に倒れやすいものを置かないことなどが挙
げられます。家具を固定するための用具は、
ホームセンターや家具店などで販売されて
います。摩擦の大きいシートを重い家具の下
に敷いておくことも有効です。このような対
策に加えて、寝室やリビングにはできるだけ
重い家具を置かないようにしましょう。

　非常時のための備蓄品を確認しておきましょう。水や食料は2日～3日分を常備し
ておくと理想的です。被災時には火を使った調理が難しくなるため、常温で保存で
き、加熱なしで食べられる缶詰やレトルト食品が便利です。

　地震が発生した際、家族や関係者の安否確認が非常に重要です。緊急事態
における安否確認の方法を、家族間で事前に決めておきましょう。
　また、避難所の位置、避難経路の確認、非常時の集合場所などをあらかじ
め決めておくことで、災害による被害を抑えられるでしょう。
　他にも、併発する可能性のある火災や停電、断水などさまざまな対策が必
要となります。「備えあれば憂いなし」これを機に皆さんも防災への意識を
少しでも高めていただければと思います。

安否確認の手段
　災害発生時、家族がそれぞれ別々
の場所にいるときには、お互いの安
否を確認できるように、日頃から安
否確認の方法や集合場所などを家族
で話し合い、次のことについて取り
決めておきましょう。

①自宅や勤務先周辺の緊急避難場所を
　把握しておき、被災時に落ち合う場所
　を定めておく
②家族全員が利用できる安否確認方法
　を把握しておく

　 災害用伝言ダイヤル171とは？
　大災害発生時に、被災地内の電話番号に限り利用可能なサービス。
安否などの伝言を音声で録音することが可能。
　被災者の家族等が全国どこからでもその伝言を再生し安否を確認
でき、被災者に対する伝言を録音することができる。

　 「災害用伝言板」とは?
　携帯電話のインターネットサービスを活用し、被災地域の方が自
らの安否を文字情報によって登録することができるサービス。大災
害発生時には、携帯電話各社のポータルサイトのトップメニューに
「災害用伝言板」へのリンクが表示されます。
　登録された伝言は各社の携帯電話やパソコンなどで、電話番号を
もとに検索することで閲覧することが可能。
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《これだけは最低限用意し、すぐに持ち出せるようにしておきましょう》

《救助が届くまでの数日間（最低3日間）を生活できるように準備しておきましょう》

非常持ち出し品

備蓄品

～避難する際にもっていくもの～

貴重品

日用品 食料品

その他

日用品 衣料品

食品関係

必要に応じて
救急用品

避難用具

□ 現金（10円などの小銭も）
□ 預金通帳
□ 印鑑
□ 免許証などの身分証など
□ 健康保険証・
 マイナンバーカード

□ 給水用ポリタンク
□ カセットコンロ
□ ガスボンベ
□ ティッシュ・ウェットティッシュ
□ ラップ・アルミホイル
□ 紙コップ・紙皿・箸・スプーン・缶切りなど
□ 水不要シャンプー
□ ガムテープ
□ トイレットペーパー
□ ロープ
□ 使い捨てカイロ
□ 新聞紙

□ お米（レトルト・缶詰も便利）
□ 缶詰・レトルト食品
□ カップ麺・インスタント味噌汁など
□ 菓子類
□ 飲料水（1人1日3リットルを目安に）
□ 貯水した防災タンクなど

□ 生活用水（風呂・洗濯機などに貯水）
□ 毛布・寝袋・洗面用具・ドライシャンプーなど
□ 調理器具（なべ・やかんなど）
□ バケツ・各種アウトドア用品など

□ 洗面用具
□ 歯ブラシ
□ ろうそく
□ ライター・マッチ
□ ビニール袋
□ ビニールシート
□ ティッシュ・ウェットティッシュ
□ 携帯用トイレ
□ 携帯電話・充電器

□ 下着・上着など
□ 防寒用ジャケット・雨具
□ 軍手
□ タオル

□ 非常用食品
□ あめ・チョコレートなど
□ 飲料水
□ 栄養補助食品

□ 眼鏡・コンタクトレンズ
□ コンタクトレンズ保存液
□ 粉ミルク
□ 紙おむつ
□ 生理用品

□ 常備薬
□ 傷薬
□ 風邪薬
□ 鎮痛剤
□ 絆創膏

□ 消毒液
□ おくすり手帳
□ 体温計
□ マスク

□ 懐中電灯
□ 携帯ラジオ
□ 乾電池
□ ヘルメット
□ 底の厚い靴

　ローリングストックとは、普段の食料品を少し多めに買い置き
し、賞味期限の近いものから消費して、消費した分を補充すること
で、常に一定量の食料を家庭で備蓄しておく方法です。
　特別な非常食を用意する必要がなく、レトルト食品など食べ慣れ
た物を非常時に食べることができ、備蓄品の賞味期限切れや食べ忘
れによる廃棄を防ぐことができます。

ローリングストック

ど
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万江川土砂・洪水氾濫対策砂防えん堤工事着工式

　2月22日、熊本県が国の補助を受けて行う万江川大規模
特定砂防事業の中で最初の工事となる万江屋形地区の砂防
えん堤工事の着工式が執り行われました。
　令和2年7月豪雨災害を受けて、令和4年度に県が事業主
体となり、山江村内を流れる万江川において、砂防・河川・治
山の3事業が連携した全国初の大規模特定砂防事業で、令和
13年までに約20か所の工事を予定しています。
　式典では、国土交通大臣をはじめ、熊本県知事等の関係者
が出席し、事業の早期完了と工事の安全を祈念しました。

山江村（淡島地区）災害復旧工事完成

　万江淡島地区で被災した淡島裏参道橋は、令和２年豪雨
と同程度の大雨が降っても被害がないよう嵩上げの復旧工
事をした後、橋の名称を新たに「令和参道橋」と改名しまし
た。また橋の完成を同じくして、県道坂本人吉線の関連工事
も完成したことから、3月7日に熊本県と山江村合同で完成
式を開催しました。
　式典には、国土交通大臣はじめ熊本県知事など多くの関
係者が出席し、祝辞や引継ぎ式を行いました。また、万江保
育園園児が太鼓の演奏を披露し、会場に花を添えました。
　式典後は会場を令和参道橋に移し、地域の方が参加して
渡り初めと安全祈願式を行い、橋の安全と地域の安寧を祈
念しました。

住民の「魂」で、誇りある未来を創る

　2月20日、第13回復興むらづくりフォーラムが開催され、
内山村長が「オーイ、やまえ！どぎゃんなっと！どぎゃんす
る！」と題して講演を行いました。
　村長は、これまでの歩みから得た「箱（施設）から魂（人）
へ」という強い信念を語りました。かつて「1億円事業」等で
立派な施設が整いながらも、住民の顔が見えないことに危
機感を抱いた経験から、「施設という『箱』に、住民活動とい
う『魂』が吹き込まれて初めて地域は生きる」とし、常に「人
が主役」の物語を紡ぐ重要性を強調しました。 
　今後の具体策として、交流と生活支援の拠点となる「栗の
駅」の建設構想や、農村RMO（山江未来づくり協議会）によ
る「栗で日本一」を目指すビジョンを提示。さらに、村営住宅
の整備やメディカルフィットネス事業など、若者が帰りた
くなる環境を住民と共に整えていく方針を示しました。 
　最後に、加速する人口減少に対し「住民が主体的に活動を

楽しむコミュニティさえあれば、恐れることはな
い」と断言。村の最大の資産である「人の力」を信
じ、一人ひとりが主役となって輝く、誇りある山
江村を創ろうと力強く呼びかけました。
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関東地区丸岡会開催

カブトムシの力で地域活性へ

東大と協働し地域課題解決へ

　2月28日、第11回関東地区丸岡会が東京都のホテルグラ
ンドアーク半蔵門で開催され、関東地区の会員（村出身者）
32人、村から13人が参加し、ふる里に思いを寄せ交流を深
めました。
　新会長の石原浪砂さん（長ヶ峰）、事務局長の田山二郎さ
ん(井出の口)が就任後、初の開催となり、祝辞では内山村長
から村の人口や進めている事業について紹介。人口の報告
では減少の幅に参加者も驚きを隠せない様子でした。
　会場内は、特産品の販売や村の映像が流れ、村の雰囲気を
感じながら参加者全員が終始にこやかに懐かしい話に花を
咲かせました。

　3月13日、山江村は株式会社TOMUSHI（トムシ）及び株
式会社ライズナーと「官民共創地域振興に関する連携協定」
を締結しました。
　山江村と連携協定を締結した企業2社は、村民の皆様にも
馴染みがある昆虫のカブトムシに着目し、有機残渣を昆虫
のエサとし、昆虫のフンを堆肥活用する循環型農業や、成長
した昆虫を高タンパク飼料として家畜等のエサに活用する
地域資源の連鎖に取り組まれ、今後は、外国カブトムシとの
ふれあいイベント開催や販売も行われます。
　本協定を通じ、地域資源を活用した産業振興と地域課題
解決への取り組みが始まります。

　3月16日、山江村は東京大学大学院情報学環と「情報通信
技術に関する技術交流及び学術交流のための連携・協力に
係る協定」を締結しました。
　これまで、東京大学大学院情報学環とは副学環長の越塚
登教授を招き、講演会への登壇や村が取り組むデジタル技
術活用推進事業への意見をいただくなど協力をいただいて
きました。
　今後は、本協定を活かし、ICT及びその社会実装を活用し
た地域課題の解決に取り組んでいきます。また、最先端ICT
の研究成果を地域の課題に結び付け、ICTに関する実習活
動も進め、山江村が抱える課題解決と東京大学の教育・研究
の充実が図られます。
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山江中学校卒業式

　3月8日、山江中体育館で山江中学校卒業式が執り行われ
ました。
　卒業生の入場に続き、国歌斉唱、卒業証書授与が行われ、
一人ひとりに証書が手渡されました。
　在校生からの送辞、卒業生の答辞では、これまでの思い出
がよみがえり、会場は感動に包まれました。
　涙ながらに別れを惜しみつつも、卒業生は堂々と退場し、そ
れぞれが新たな未来へ向けて力強く一歩を踏み出しました。

令和7年度生涯学習講座振り返り

　教育委員会では、村民の皆様が生涯にわたり自ら学ぶこ
とを目的とし、生きがいづくりを支援する山江村生涯学習
講座を行っています。
　令和７年度は「楽しく防災すてっぷ①―備えて逃げる！
命を守る避難のスキル」と題し、自宅の災害リスクの種類を
知り、避難所に逃げる際の安全な避難ルートを確認し、防災
食の試食を行い、家族で防災意識を高めました。
　また、健康マージャン協会の落合先生を講師に迎えて健康
マージャン教室を全９回開催。健康マージャンは、脳の活性
化や認知症予防に効果的と言われています。初心者の皆さん
も少しずつルールを覚えながら、ゲームを楽しみました。
　令和８年度も様々な生涯学習講座を予定しています。お
気軽にご参加ください。

谷川安照氏　「選挙関係功労者表彰」受賞

　3月2日、山江村選挙管理委員会委員長の谷川安照氏が選
挙関係功労者表彰において、総務大臣感謝状を受賞され、そ
の伝達式を村長室にて行いました。
　これは、国民参政135周年・普通選挙100周年・婦人参政
80周年の節目の年に、選挙功労者に対して総務大臣から感
謝状が贈られるものです。
　谷川氏は平成24年から委員、令和2年から委員長として、
長年にわたり選挙の適正な執行や選挙啓発に尽力されてき
ました。谷川氏からは、「支えてくださった皆さまに感謝し、
これからも公正で適正な選挙に努めます」と抱負を述べら
れました。
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Yamae
Village Topics

やまえdeひなまつり

学びの事業～人材育成セミナー～

　2月中旬～3月を期間とし、「やまえdeひなまつり」が村内5
か所を会場に開催されました。そのうち展示をメインとした
イベントとして、時代の駅むらやくばでは、手作りのさげもん
やパッチワーク、動物の置物など、色鮮やかでかわいらしい作
品が並ぶ個展が開かれました。
　山江村歴史民俗資料館では、山江村文化協会の手まり、絵手
紙、写真、地名と歴史、生花の各部の趣向を凝らしたひなまつ
り作品が並んだ他、村内3保育園も参加し、華やかさとかわい
らしさ満載でしした。
　嶽森惠美子さん宅では大きなひな壇から小さな飾り、細か
な小物を多彩に展示され、毎年恒例の見ごたえある催しでし
た。いずれの展示も訪れた人々を魅了し楽しませていました。

　３月11日、山江村農村環境改善センターにおいて、山江
村観光交流促進協議会主催による学びの事業が開催されま
した。
　「SNSで地元の魅力を発信！」をテーマに、Instagramア
カウント「人吉球磨めし」を運営し、フォロワー数1.2万人超
を誇る鳥飼絵梨さんが講師として招かれました。講演で鳥
飼さんは、「映える」は特別なイベントだけでなく、日々の暮
らしや「当たり前」の風景こそが、見る人にとっての宝物に
なると強調。「リール動画は1分以内、1コマ3秒以内」といっ
た具体的なテクニックなどのお話もあり、SNSが苦手だと
感じていた参加者からは「身近に感じられた」「楽しんで発
信していきたい」といった前向きな感想が寄せられました。

情報発信で住みよい環境へ

　2月25日、山江村農村環境改善センターにおいて令和7年
度第2回山江村情報化推進員会議を開催しました。
　本会議の中で、情報化推進員活動や地域DXの推進提案な
ど意見交換を行いました。
　昨年5月から今年2月までに各地区の情報化推進員の方
からLINEWORKSを通じていただいた46件の投稿は各地
区のイベント紹介や道路の修繕依頼など、地域の「困りご
と」解決や魅力発信に繋がっています。
　今後もデジタル技術を活用し、役場と住民が迅速に繋が
る住みよい村づくりを進めていきます。
　情報化推進員の方から、各地区のイベントや行事、困りご
となどの情報を提供いただいていますが、住民の皆様から
も様々な情報をお待ちしております。

スマートフォンで撮影されている
方はラインをご活用ください。提
供方法等がわからない場合は、
☎復興村づくり推進室（23）3112
までお問い合わせください。

山江村の魅力を自分たちの手で発信していく一
歩となる、活気あふれる一夜となりました。
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万江川の水力を未来のエネルギーに！

　2月26日、万江川上流部の住民を対象に、中小水力発電の
導入に向けた説明会を開催しました。村では再生可能エネ
ルギーを活用したエネルギーの地産地消を目指しており、
その中で、宇那川合流点付近にある既存の砂防堰堤の落差
を利用し中小水力発電の可能性調査を実施しています。水
車を通った水は再び川へ戻されるため、水質や流量への影
響を最小限に抑えられ発電した電気を地域で活用すること
で、災害時の電源確保や地域経済の活性化が期待されます。
今後は自然の恵みを活かした、持続可能な村づくりを目指
し、半年程度の流量調査を行い、環境に配慮しながら慎重に
検討を進めます。

バイオ炭事業検討委員会を開催

　山江村では、地域資源を活かした持続可能な農業を目指
し、栗剪定枝などの有機物を活用して生成したバイオ炭（土
壌改良材）の農業利用について議論を重ねてきました。
　令和7年度は、ラジコン草刈機の導入に伴う作業効率化の
調査など、スマート農業への検討も行いました。また炭化器
や撹

かくはん

拌散
さん

布
ぷ

機
き

も導入。これらの機器は貸し出し可能ですの
で、希望があれば企画調整課（☎23-3112）までご連絡くださ
い。
　来年度は、持続可能な農業と地域活性化に向けバイオ炭や
スマート農業機械を広く認知、利用してもらうための「栽培
マニュアル」「産地戦略」を策定します。

春季防火パレードで火災予防を呼びかけ

　3月2日、「令和8年春季全国火災予防運動」にあわせて、8
個分団体制では最後となる山江村消防団の防火パレードを
実施しました。
　役場大会議室で出発式をおこなった後、人吉下球磨消防
組合、山江駐在所の協力のもと、全分団の積載車で山田地
区、万江地区の2班に分かれ村内を巡回しました。女性消防
隊によるアナウンスで火災予防を呼びかけ、火の取扱いに
対し注意をうながしました。

のひろば話 題

空気が乾燥してます。火の取扱いには気をつけましょう。
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教育 NOWやまえの

　令和7年度に第10回目を迎えた山江村教育のつ
どいを、2月21日に山田小学校体育館で開催しまし
た。
　このつどいは、山江村の教育の現状を広く村民の
方々に知っていただくとともに、地域の教育力の
向上を目的に実施しています。オープニングでは、
かつて山田小学校にご勤務されたこともある大園 
恭子さんと演奏仲間の高澤 留美さん、中神 風香さ
ん、さらに今年は山田小学校の養護助教諭で大園 
恭子さんの門下生である永田 明歩先生による箏

こと

と
中神 風香さんによるフルートで「春の海」と「祭花」
の演奏があり、教育のつどいに花を添えていただき
ました。
　前半の表彰の部では、県大会レベル以上のスポー
ツ大会での活躍や入賞、各種コンクールにおける県
レベルでの特選や入選を果たした36名の児童生徒
の表彰を行いました。また、後半の発表の部では、ま
ず山江中学校の生徒たちが「総合的な学習の時間」
という学習の中で自分たちでテーマを決め、探究活
動として行った「ミライ学習」を通して学んだ成果
を発表してくれました。代表して２班の発表があり
ましたが、生徒たちは目標達成のため、自分たちで
考え、試行錯誤しながら調査活動や体験活動を行
い、目標とする成果を収めることができました。こ
のことはきっと今後の生徒たちの将来につながる
ものと信じています。次に、昨年8月18日から21日
にかけて実施した中学生海外語学研修（シンガポー
ル）に参加した生徒8名による報告会を行いました。
生徒たちはシンガポールでの活動を画像として示

しながら英語で報告をしてくれました。シンガポー
ルでは現地の中学校を訪問し、実際にシンガポール
の生徒たちと一緒に授業を受けたり、いろんな活動
を行いました。また、いろんな観光地を訪問したり、
買い物をしたりしながら自分の力で積極的に英語
で話しかけたり、コミュニケーションをとったりな
ど、主体的な行動で実り多き研修となったようでし
た。また、初めて経験した海外での文化や風土にも
触れ、それぞれが、視野を広げることにもつながっ
たようでした。最後は、昨年行われた犬童球渓顕彰
音楽祭の中学生独奏部門で最高賞の球渓賞・朝日賞
を受賞した山江中学校の迫田 奏さんによるピアノ
演奏を披露していただきました。繊細な音色に心を
奪われ、胸が熱くなりました。音楽が持つ「目に見え
ない力」を改めて実感し、会を終えることができま
した。
　来年も今年以上に山江村の子供たちが活躍して
くれることがとても楽しみです。

第10回山江村教育のつどい
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　山江村地域保健委員会では、令和7年度の推進テーマとして「歯と口の健康を大切にする子どもの育成」を掲
げ、子どもたちの健やかな成長を支えるための保健活動に取り組んでまいりました。
　歯と口の健康は、食べることや話すことだけでなく、全身の健康や心の発達にも深く関わっています。家庭・学
校・地域が連携し、子どもたちが将来にわたって健康に生活できる力を育むことを目指しています。
　令和7年度の主な活動内容は下記のとおりです。

　今後も、関係機関と連携しながら、
子どもたちの健康づくりを支援する
取組を進めてまいります。地域の皆さ
まのご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。

山江村地域保健委員会　令和7年度の取組

問合せ　地域保健委員会事務局（万江小学校）　☎（23）5691

令和7年度の主な活動
令和7年 6月12日 第1回事務局会

7月14日 第1回委員会及び総会
　　　   9月26日 第2回事務局会
　　　  10月27日 第3回事務局会

　　　　11月27日 講演会「子どもの幸せを支える栄養のおはなし」
講師：管理栄養士　芝　貴和子　氏

令和8年2月20日 第4回事務局会
3月2日 第2回委員会

未来に残したい
山江村の緑の風景を募集します!
募集期間　4月1日（水）～9月30日（水）
応募条件／応募方法
◎募集部門
　ジュニア部門（高校生以下）／一般部門
◎応募用紙に必要事項を記入し、作品とともに事務局へ
　郵送または持参。
◎サイズは、四切またはワイド四切までの大きさ。　
◎資格不問。どなたでも応募可能。
◎組み写真、合成・加工写真は不可。
◎作品は、応募者本人が山江村内で撮影した
　未発表のもの。
◎その他、右記QRコードから応募要項を確
　認し、同意した上で応募すること。

審査／発表
◎審査員による厳正な審査の上、入賞作品を選定する。
◎入賞作品は、11月中旬以降に山江村のホームページ
　にて結果を掲載するほか、入賞者には別途通知する。
賞品
【一般部門】
　・最優秀賞（１点） （商品券10,000円分及び賞状）
　・優秀賞（３点） （商品券 5,000円分及び賞状）
【ジュニア部門】
　・最優秀賞（１点） （図書券10,000円分及び賞状）
　・優秀賞（３点） （図書券 5,000円分及び賞状）
　送付先及び問い合わせ先
〒868-8502 熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356-1
 山江村役場産業振興課　林政係
「やまえＧＲＥＥＮフォトコンテスト」事務局
☎（23）3113
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問合せ　こども家庭庁コールセンター ☎0120（303）272
 税務課 ☎（23）5692
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①後期高齢者医療制度の対象となる方

②令和８年度の保険料率

・ 75歳以上の方（75歳の誕生日から自動的に加入）
・ 65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方（市（区）町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から
 加入）
　※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が１～３級及び４級の一部、
  精神障害者手帳に記載された障がいの等級が１～２級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定
  の方などです。
　※一定の障がいに該当する方の加入（障がいの認定の申請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請
  することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回すること
  はできません。
　※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が３か月未満である方などは対象になりません。

◆保険料の均等割額の軽減（令和8年度改正）

※1給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額（43万円）に以下の金額が加算されます。
（給与所得者等の数　－　１）　×　10万円

※2「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超（65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万
　円超）の方の合計人数です。
※3均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
　また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

・ 後期高齢者医療制度は公費（5割）、現役世代からの支援金（4割）、被保険者からの保険料(1割)で運営し
 ています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに
 納めましょう。
・ 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・ 保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

年間保険料額
所得割額

総所得金額等－
43万円※（基礎控除）×= +

均等割額
（被保険者1人あたり）

63,000円
［ ］

所得割率11.06％

所得が低い方への均等割額軽減

同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額 均等割の軽減額

【基礎控除額※1】以下の世帯 7.2割
【基礎控除額※1　+　31万円　×　被保険者数】以下の世帯 5割
【基礎控除額※1　+　57万円　×　被保険者数】以下の世帯 2割

（限度額85万円）

後期高齢者医療被保険者の方へ



広報やまえ 2026.4　No.41715

③子ども・子育て支援金制度が後期高齢者医療制度に導入されます
・ 令和８年度より、子ども・子育て支援金制度(※)が開始し、医療分の保険料とあわせて支援金を納付いた
 だくことになります。
 ※子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充て
  るもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。現在のお支払いに上乗せの形で徴収さ
  れます。

◆支援金の均等割額の軽減

※1給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額（43万円）に以下の金額が加算されます。
（給与所得者等の数　－　１）　×　10万円

※2「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超（65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万
　円超）の方の合計人数です。
※3均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
　また、年金所得については高齢者特別控除１５万円を控除した額で判定します。

支援金の額
（年額）

（限度額21,000円）

所得割額
総所得金額等－
43万円※（基礎控除）

×= +
均等割額

（被保険者1人あたり）
1,400円

［ ］
所得割率0.25％

所得が低い方への均等割額軽減

同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額 均等割の軽減額

【基礎控除額※1】以下の世帯 7割
【基礎控除額※1　+　31万円　×　被保険者数】以下の世帯 5割
【基礎控除額※1　+　57万円　×　被保険者数】以下の世帯 2割

④令和８年度後期高齢者医療保険料の納め方
･ 後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保
 険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。

･ 75歳到達や県外から転入等で新たに後期高齢者医療保険へ加入された方は、差し引き開始の手続きの
 ため、初めは普通徴収によりお支払いいただき、該当される方は一定期間の後、自動的に年金差し引き
 （特別徴収）に切り替わります。
･ 口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配も
 ありません。是非ご利用ください。

令和8年4月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の
対象となる方は自動的に特別徴収になります。（申請は不要です。）
ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収（口座振替また
は納付書での納付）になります。

令和８年４月より口座振替または納付書により保険料を納めていただきます。

問合せ　健康福祉課　保健衛生係☎（24）1700／熊本県後期高齢者医療広域連合　☎096（368）6511

特別徴収の方

普通徴収の方
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　令和８年度　永年無事故運転者表彰を秋の全国交通安全運動期間中（令和8年9月中）に行います。
　つきましては、無事故・無違反の運転者で下記に記載した表彰対象者のいずれにも該当し、表彰を希望さ
れる方は、申請書に記入され、人吉地区交通安全協会事務局（人吉警察署内）まで提出されますようお願いい
たします。
Ⅰ、表彰の区分
 ●10年表彰…運転期間が10年～19年（平成18年7月1日～平成28年6月30日に取得）
 ●20年表彰…運転期間が20年～29年（平成　8年7月1日～平成18年6月30日に取得）
 ●30年表彰…運転期間が30年～39年（昭和61年7月1日～平成　8年6月30日に取得）
 ●40年表彰…運転期間が40年以上　 （昭和61年6月30 日以前に取得）

Ⅱ、表彰対象者
 1） 当地区交通安全協会の会員であること。
  ※免許証の住所が人吉警察署管内で、免許更新時等に交通安全協会費を納められた方
 2） 自動車運転免許（原付を含む）の保有者で運転経験が6月末日で10年、20年、30年、40年を経過していること。
 3） 前記期間内に、交通事故を起こし又は交通法令に違反して行政若しくは刑事上の処分を受けたことがないこと
  （反則切符・点数切符適用の軽微な交通違反については、違反した日から起算して3年以上経過していること）。

Ⅲ、申請期限
 令和8年度5月29日（金）まで　※厳守
 ※申請に係る経費は、当協会にて負担いたします。（運転記録証明書代800円）
 ※熊本県交通安全協会に上申し、審査の上、表彰が確定します。（過去に同じ表彰を受けていないかなどです。）

令和８年度　永年無事故運転者表彰について（ご案内）

問合せ　人吉地区交通安全協会事務局（人吉警察署内）　☎0966（24）4110

　申告所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税（個人事業者）の納税は、金融機関の預貯金
口座から引き落としとなる「振替納税」が大変便利です。
　令和７年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。「振替納税」をご利用の方は、振替日の前日ま
でに口座の残高をご確認ください。

　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
　ご不明な点がありましたら、国税相談専用ダイヤルをご利用ください。

申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び
地方消費税の振替期日

問合せ　国税相談専用ダイヤル　☎0570（00）5901（ナビダイヤル）
国税庁

ホームページ

税　　目 振替納税の振替日

申告所得税及び復興特別所得税 ４月23日（木）

消費税及び地方消費税（個人事業者）　 ４月30日（木）
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地区サロンへ参加してみませんか？第90回

　公民館や集会所
など、気軽に立ち寄
れる場所で、新しい仲
間と一緒に活動すること
で、楽しさが増します。体操を通じて体
力や筋力の低下を防ぐだけでなく、人
と会うことで日々の生活に楽しみも生
まれます。サロン活動では、体操はもち
ろん、季節に応じた行事や誕生会、体を
動かすレクリエーションなど、各地区
で色々な活動を工夫されています。ど
なたでも気軽に参加できるので、ご自
身の健康を守りながら、毎日に新たな
楽しみを見つけてください。皆さんの
ご参加を心よりお待ちしております。
　サロン活動に関して気になることが
ございましたら、お気軽に問い合わせ
ください。

地域包括支援センター便り

　自分の健康のために。そして、地域のため・人のために役立つことを一緒に学びませんか？
自分や家族の健康維持にも役立つ内容が盛りだくさんです。

問合せ　山江村地域包括支援センター
 ☎（23）2232

１. 日程 ①５月08日（金）
  ②５月15日（金）
  ③５月22日（金）
  ④５月29日（金）
時間 各日　午後２時から午後４時

２. 場所 山江村福祉保健センター「健康の駅」
３. 対象 介護予防やボランティアに関心があり、受
  講後、介護予防サポーターとして介護予防
  事業にお手伝いいただける方。（年齢・性別
  は問いません。既に介護予防サポーター養
  成講座を受講した方も再度受講できます。）
  定員20名（応募多数の場合は、先着順）

４. 内容 【講義】 ・ロコモティブシンドローム、
     認知症予防
   ・食事、栄養について
   ・口の働きと予防について
   ・介護予防とは、サポーターの役割
  【実技】 毎週金曜日に実施している「元気が
   出る学校」にて６回の実技を受講　
５. その他
参加費は無料。受講修了者には認定証を発行します。

６. 申込み・問合せ先
 山江村地域包括支援センター
 （役場健康福祉課内）☎（23）2232
申込締切　４月30日（木）

令和8年度　地区サロン（介護予防拠点事業）実施一覧
場　　　所 実施回数 開始時間

1区 合戦峰公民館 毎週月曜 週1回 9時・10時

2区 秋丸地区農業構造改善センター 毎週木曜 週1回 10時

3区 井出ノ口公民館 毎週木曜 週1回 9時30分

4区 第4区自治会館 毎週木曜 週1回 9時30分

5区 西川内公民館 第1・3月曜 月2回 10時

6区 天神堂公民館 毎週水曜・第1・3月曜 週1回以上 10時

7区 一丸公民館 毎週木曜 週1回 10時

8区
北永シ切集会所 第2月曜 月1回 10時

小山田公民館 第1・3月曜 月2回 10時

9区 第9区公民館 第2・4木曜 月2回 9時30分

10区 東浦公民館 第2・4水曜 月2回 10時

11区
湯の原自治会館 第2・4月曜 月2回 9時30分

下払自治会館 第1・3木曜 月2回 10時

12区 尾崎公民館 第1・3水曜 月2回 10時

13区
万江コミュニティーセンター 毎週月曜 週1回 10時

下之段公民館 毎週木曜・第3月曜 週1回以上 8時・9時30分

14区 淡島公民館 第1・3木曜 月2回 9時30分

15区 屋形多目的集会施設 毎週木曜 週1回 9時30分・10時

16区 水無公民館 第2・4水曜 月2回 10時

介護予防サポーター養成講座
のお知らせ

＜平　　　　日＞山江村地域包括支援センター ☎（23）2232
＜夜間及び休日＞介護老人保健施設 つつじのさと ☎（24）9800

認知症や介護、高齢者虐待のことについて、いつでもご相談ください。
※夜間及び休日はつつじのさとに委託しています。
　「地域包括支援センターへの電話です」と伝えて
　ご相談ください。
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　新年度が始まり、生活環境が変わる４月。忙しさや環境の変化で、おなかの調子
を崩していませんか？４月７日は、よい（4）おなか（07）の語呂合わせでおなかを大
切にする「おなかと腸活の日」として登録されています。この機会に、自分
やご家族の「腸の健康」について考えてみましょう。

※内容が変更になる場合があります。
※37.5℃以上ある方の入室は、お断りします。

◎山江村のホームページにて
　サロンでの活動や施設状況を掲載していますので、ぜひご覧ください。

※８日・15日は、予約制にします。参加希望の方はお早めにお願いします。

日　時 毎週水曜日　10:00～11:30
場　所 山江村福祉保健センター「健康の駅」

※8日のおはなし会は「えほんの森」で行います。
対象者 0歳～就学前までのお子様と保護者・妊婦の方
参加費　村内の方▷無料　村外の方▷200円
持ち物 飲み物・おむつ・着替え・バスタオル

問合せ　健康福祉課　保健衛生係　☎（24）1700

子育てサロンへのお誘い子育てサロンへのお誘い
　たんぽぽやチューリップ、蝶々やバッタなど、『春』が顔を出
し始めました。子どもたちは、そんな『春』を見つけると喜び、
捕まえることでしょう。
　「楽しかった！」「来て良かった！」と言ってもらえるような
サロンにしていきたいと思いますので、新年度もよろしくお
願いします。

1日　アロマ教室
8日　おはなし会
15日　こいのぼり製作
22日　おやすみ
29日　おやすみ

今回は ジェネリック医薬品

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先
発医薬品）の特許が切れた後に製造・販売される新
薬と同じ効能で国に安全と認められた医薬品のこ
とです。
　ジェネリック医薬品は、新薬と同じ効能ですが、
開発費用が抑えられるため薬価が低価格です。その
ため、個人の負担も軽減され、また医療費削減の効
果も期待されます。
　ジェネリック医薬品への変更を希望する場合に
は、医師・薬剤師にご相談下さい。『希望カード』等を
お持ちの方は、提示することで“変更したい”という
意思表示ができますので、ぜひご活用下さい。

問合せ　健康福祉課　保健衛生係　☎（24）1700

4月の4月の
活動予定活動予定

国 保 か ら の お 知 ら せ

山江村では、資格確認書用のカ
ードカバーに「ジェネリック医
薬品を希望します！」と印字し
たものを配布しています。

４月７日は「おなかと腸活の日」です

　腸活とは、バランスの良い食事や運動、生活習慣によって腸内環境を整え
ることをいいます。
　腸は「第二の脳」とも呼ばれ、食べ物の消化・吸収だけでなく、免疫力を高
めたり、心の健康を保ったりする大切な役割を担っています。

　日々のちょっとした心がけで始めることができます。
❶善玉菌を「摂る」
 ヨーグルト・納豆・味噌・漬物などの発酵食品を毎日の食
 事に取り入れましょう。乳酸菌やビフィズス菌などの善
 玉菌がおなかを助けてくれます。
❷善玉菌を「育てる」
 善玉菌のエサとなる食物繊維を摂りましょう。野菜・果
 物・キノコ類・海藻などがオススメです。

❸適度な運動と水分補給
 朝起きたらコップ1杯の水を飲むと、腸が刺激されて動
 きが活発になります。
 無理のない範囲でウォーキングなどを行うのも効果的
 です。
❹朝食とトイレタイム
 朝食をしっかり摂ることで腸内環境が整います。朝ごは
 んを食べることで腸が目覚め、便通が促進されます。さ
 らに、排便リズムの乱れは腸内環境の悪化につながる
 ため、朝食後に毎日トイレに行く習慣をつけると良いで
 すね。

■そもそも「腸活（ちょうかつ）」ってなに？

■今日からできる！かんたん「腸活」のヒント

問合せ 健康福祉課　保健衛生係　☎（24）1700

こんにちは
保健師です!
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　後期高齢者医療制度では、医療費総額（窓口負担額を除く）
の１割相当を保険料からまかなうため医療費が増えると、後
期高齢者医療保険料も高くなってしまいます。健康に配慮し
た生活を心がけるとともに、年に１回は健診の受診をお願い
します。
■一人当たり医療費　70,359円（熊本県内）
前年同月の0.95倍（前年度同月　74,232円）

国民健康保険医療費

後期高齢者医療保険医療費

介護保険費用額

60,000  

70,000  

80,000  

最近の医療費動向（一人当たり医療費）

 

 

8月

（円）

9月 10月

R7

R6

令和7年
10月

令和7年
10月

令和7年
10月
　介護保険サービスにかかる費用額の23％は第１号被保険
者（65歳以上の方）の介護保険料でまかないます。１日でも長
く、自宅で自立した日常生活が営めるよう予防することが大
切です。
■県内順位　1位/45市町村中（上位になるほど費用額が高い）
■一人当たり費用額　248,585円
県平均の1.57倍（県の平均158,016円）

124,000

274,000

224,000

174,000

最近の費用額動向（一人当たり費用額）

山江村

県平均

8月

（円）

9月 10月

　医療費が高くなるほど、国保税も高くなります。病気の早
期発見、早期治療により医療費は抑えることができます。健
康に配慮した生活をこころがけましょう。
※数値は一般被保険者のみの医療費から算出されたものです。
■県内順位　6位/45市町村中（上位になるほど医療費が高い）
■一人当たり医療費　49,629円
県平均の1.16倍（県の平均42,801円）

30,000  

35,000  

40,000  

45,000  

55,000  

50,000  

最近の医療費動向（一人当たり医療費）

山江村

 県平均
 

8月

（円）

9月 10月

問合せ　健康福祉課　保健衛生係☎（24）1700

むし歯のなかったお友達

中塚　奏彩さん （康文さん） 第 2区
山下　稟希可さん （友実さん） 第 8区
上村　伊織さん （朋之さん） 第 2区

●3歳児健診（R8.2.5）

　幼児歯科検診の結果、むし歯がなかった（要観
察歯があったお子様・治療中・治療済みを除く）お
子様です。歯みがき、仕上げ磨き、おやつの工夫な
ど親子で頑張りました。

　今回むし歯があったお子様は早めに治療をし
ましょう。

【小児科】
月 日 休日在宅医 電話番号

4
月

5 公立多良木病院小児科 球磨郡多良木町 42-2560

12 人吉医療センター小児科 人吉市老神町 22-2191

19 やまむら小児科・内科 球磨郡あさぎり町 45-0005

26 増田クリニック小児科 人吉市九日町 22-3570

29 たかはし小児科内科医院 人吉市相良町 24-2222

【人吉市医師会】
月 日 休日在宅医 電話番号

4
月

5 願成寺ごんどう医院 人吉市願成寺町 22-4700

12 球磨病院 人吉市上青井町 22-3121

19 河野産婦人科医院 人吉市上薩摩瀬町 24-3838

26 外山胃腸病院 人吉市南泉田町 22-3221

29 しらおく内科クリニック 人吉市中青井町 25-1550

【球磨郡医師会】
月 日 休日在宅医 その他地区

4
月

5 はやしクリニック

12 小川整形外科医院

19 仁田畑クリニック

26 増田耳鼻咽喉科クリニック

29 脳神経外科小林クリニック 球磨村診療所

休日在宅医当番表（令和8年4月）

※受診時間　9時から17時まで
※変更になる場合がありますので、受診される方は医療機関へ
　確認をお願いします。

【救急病院】 ●球磨病院　　　人吉市上青井町 ☎（22）3121
 ●外山胃腸病院　人吉市南泉田町 ☎（22）3221
 ●愛生記念病院　人吉市南泉田町 ☎（22）6878
■問合せ 人吉市医師会 ☎（22）3065
 球磨郡医師会 ☎（42）4797
 健康福祉課保健衛生係 ☎（24）1700
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　少子高齢化による献血可能者の
減少や昨今のコロナ禍の影響によ
り、医療機関等への血液の安定的
な供給が難しくなっています。
　皆さまの貴重な血液とお時間を
いただき、「命のバトン」として血
液が必要な方々へ提供できるよ
う、下記により献血を実施いたし
ます。
　ご協力の程、よろしくお願い申
し上げます。
【日時】４月８日（水）10時～12時
　　　／13時15分～16時
【場所】山江村農村環境改善セン
　　　ター（受付…玄関内・談話室
　　　献血…移動採血車）
☎健康福祉課保健衛生係
（24）1700

　「気分が落ち込む、意欲がわかな
い、イライラすることが多くなっ
た、眠れない、人と会うのがおっく
う」など、心の不調でお困りの方や
家族の方はお気軽にご相談くださ
い。精神科医師が直接相談を受け
ます。
【方法】　　
①まず健康福祉課へ「こころの相
　談のことで電話しました」と伝
　えてください。
②相談される方と精神科医師との
　日程調整をして相談日を決めま
　す。
【場所】
福祉保健センター健康の駅
（来ることが困難な場合はご自宅
に訪問することもできます）
☎健康福祉課（23）3978

　立木を伐採するときは事前に
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
を提出することが法律で義務付け
られています。
【届出対象】
熊本県や山江村が立てる地域森林
計画の対象となっている民有林
【届出時期】
伐採を始める90日前から30日前
までの間
【届出場所】
伐採する森林がある市町村へ届出
てください
※伐採しようとする森林が地域森
　林計画の対象となる森林かどう
　かは球磨地域振興局または山江
　村で確認できます。
※届出を提出しないと100万円以
　下の罰金（森林法第207条）に処
　せられる場合がありますので、
　必ず提出していただくようお願
　いします。
☎産業振興課林政係（23）3113
☎球磨地域振興局林務課
（24）4115

お知らせ

相談全般 募集

募
　国の重点支援地方交付金を活用
した山江村物価高騰対策「生活支
援券(商品券)」の取扱い店舗にJA
くま人吉給油所が登録されまし
た。是非、ご利用ください。
【追加店舗】JAくま人吉給油所
(人吉市上薩摩瀬町861)
【利用開始日】4月1日～7月31日
☎企画調整課（23）3112

　令和8年度 第13回山江村消防ポ
ンプ操法大会を開催します。
【日時】４月26日（日）9時
【会場】山江村役場前駐車場
☎総務課（23）3111

　山江村では4月14日（火）から16
日（木）まで3日間、各地区で狂犬病
予集合注射を実施します。
　山田地区は4月14日(火)と15日
(水)。万江地区は4月16日(木)
となっています。なお、5月15日
（金）に予備日程を設けています。
　詳細については、回覧及び飼い
主へ送付する「狂犬病予防注射申
請書兼問診票」をご確認ください。
毎年1回の狂犬病予防注射は、法律
で義務づけられています。また、飼
い犬の登録情報等に変更がある場
合は、役場健康福祉課での手続き
が必要です。
　飼い主の皆様のご理解とご協力
をお願い致します。
☎健康福祉課 保健衛生係
（24）1700

立木を伐採する際は
届出の提出が必要です

令和８年４月の献血 4月から「生活支援券」
がJAくま人吉給油所で
も利用できます

・　国民健康保険税　第1期
※口座振替日は4月27日（月）です。

4月村税納期限

4月30日（木）

令和8年度狂犬病予防
集合注射を実施します

山江村消防ポンプ操法
大会

専門家とこころの相談
ができます（秘密厳守）
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i nformation

　4月1日より、産交バス人吉営業
所の電話番号が変更となります。
☎産交バス人吉営業所
0570（02）5205（9時～16時30分受付）

　八代年金事務所では出張による
年金相談を実施していますので、
ぜひご利用ください。
■人吉市役所
【日程】4月6日（月）・13日（月）・
　　　20日（月）・27日（月）
【時間】9時30分～17時
　　　（12時～13時を除く）
■錦町総合福祉センター
【日程】4月8日（水）・22日（水）
【時間】9時～17時
　　　（12時～13時を除く）
■多良木町多目的研修センター
【日程】4月1日（水）・15日（水）
【時間】9時～17時
　　　（12時～13時を除く）
　予約制です。事前に八代年金事
務所までご連絡ください。（基礎年
金番号、相談者及び配偶者氏名、電
話番号、相談内容を確認します）
☎八代年金事務所お客様相談室
0965（35）6123

　人吉保健所において、特定感染
症検査（匿名・無料）を実施してい
ます。検査を受けるには事前の予
約が必要です。
【日時】毎月第1及び第3火曜日
　　　9時～11時　
※電話による事前の予約をお願い
　します
【検査方法】採血
【検査可能項目】
HIV抗体、性感染症（梅毒）、ウイル
ス性肝炎検査（B型・C型）、HTLV
－１抗体
☎人吉保健所保健予防課
（22）3107（代表） 
※平日（8時30分～17時まで）

　人吉・球磨地域の人材確保・マッ
チングのため、ジョブカフェ・球磨
ブランチは、事業所・求職中の方々
の支援をしています。
　就労に関するどんなことでも、
お気軽にご相談ください。
【対象者】求職、転職希望の方やそ
　　　　のご家族、学校の先生、採
　　　　用活動中の事業所どなた
　　　　でもOK!年齢制限なし。
【開所時間】平日（10時～17時）
　　　　　土・日・祝日は休み
　　　　　（予約優先）
【場所】球磨地域振興局3階　
☎ジョブカフェ・
球磨ブランチ
（22）0555

　スポーツ安全保険の令和８年度
加入受付が始まっています。
　「小さな掛金で充実補償・熱中症
も対象」の特徴があり、活動中の
万一のケガや賠償責任に備え、ス
ポーツ・文化・ボランティア・地域・
レクリエーション活動など、４名
以上のアマチュア団体・グループ
が加入できます。
　手続きはインターネット（スポ
あんネット）からも簡単、便利に加
入手続きが可能ですので、ご活用
ください。
　保険に関しての詳細、資料請求
は、下記電話番号へご連絡いただ
くか、ホームーページをご覧くだ
さい。
☎公益財団法人スポーツ安全協会
03（5510）0033

　不安やストレスに関する悩み、
精神的な病気ではないかという心
配、依存症に関する不安や心配ご
とを相談いただけます。精神科医
が相談に応じます。
【実施日】4月9日（木）・24日（金）
【時間】14時～15時
【場所】人吉保健所（球磨地域振興
　　　局２階）
☎ 人吉保健所（22）3107

　熊本県動物愛護センター「アニ
マルフレンズ熊本」では、人に馴れ
ていない猫の譲渡を進めるため、
家庭で一時的に預かっていただき
人馴れを進める「一時預かりボラ
ンティア」を募集しています。
　詳細については、県動物愛護
ホームページを御覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
☎アニマルフレンズ熊本
0964（27）８115

特定感染症検査事業

ワンストップ就労相談
窓口・ジョブカフェ
（無料）

産交バス人吉営業所
電話番号変更のお知らせ

スポーツ安全保険加入
のご案内

スポーツ安全協会ホームページ

熊本県動物愛護HP

４月のこころの
健康相談（要予約）

年金相談所
（事前予約制）のご案内

保護猫の「一時預かり
ボランティア」を募集
しています！

募
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地産地消推進便り
－学校給食食材の自給率－

給食で使用した全数量を100とし、食品成分表に基づき分類し地場産率を計算しています。
　　総使用量 .......... 実際給食で食べられた数量
　　総仕入数量 ...... 給食製造のために仕入れられた数量
　　山江産数量 ...... 総仕入れ数量の内、山江村産農産物の数量
※総使用量は可食部のみの数量であるため、総仕入数量とは必ずしも一致しません。
※2月は以前真空調理加工冷凍保存していた村内産食材の使用量が含まれています。

　村では、山江産の食材を地域内で利用
する取り組みをすすめています。その一
環として学校給食食材の地産地消化を推
進しています。
　少量でも結構ですので、家庭で栽培さ
れている野菜など提供いただける生産者
の方を随時募集しておりますので、ご協
力いただける場合は、ご連絡ください。問合せ　産業振興課　農政係　 ☎（23）3113

※地場産率の算定は、当該月に納品された山江村産の品目
　数を、全品目数で割り戻して算出しております。
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食品成分表地場産率（%）

◎2月　作物ごとの使用量（kg） ◎品目数に見る地場産率の推移
※村内小中学校の給食で使用された全品目を集計
　しています

食品群名 総使用
量(kg) 食品名 総仕入数

量(kg)
山江産数
量(kg)

 １　穀類 494.8 米 330.0 330.0
米粉 2.0 0.0
モチ麦 26.6 16.6

 2　いも及びでんぷん類 141.5 サトイモ 7.7 0.0
ジャガイモ 75.7 0.0
サツマイモ 38.2 38.2
コンニャク 5.2 0.0

 3　砂糖及び甘味類 17.0
 4　豆類 91.1 ダイズ 8.2 0.0
 5　種実類 4.0
 6　野菜類 703.2 カボチャ 39.0 39.0

キャベツ 62.6 62.6
キュウリ 43.3 3.0
ゴボウ 17.9 0.0
ダイコン 72.4 72.4
タケノコ 3.8 3.8
タマネギ 133.2 16.0
ナス 23.5 23.5
ネギ 10.0 0.0
ニンジン 91.3 14.5
ハクサイ 53.5 53.5
ピーマン 4.4 0.0
ニラ 2.3 0.0
モヤシ 17.6 0.0

食品群名 総使用
量(kg) 食品名 総仕入数

量(kg)
山江産数
量(kg)

 6　野菜類 703.2 ニンニク 0.7 0.7
ホウレンソウ 36.4 16.4
コマツナ 4.0 0.0
レタス 19.2 2.0
ショウガ 2.8 2.2
パセリ 0.2 0.1

ブロッコリー 25.0 8.5
インゲン 3.5 0.0

 ７　果実類 20.8 ユズ 0.7 0.7
リンゴ 14.1 0.0
ユズジャム 4.5 4.5

 ８　きのこ類 16.4 干しシイタケ 1.8 1.8
キクラゲ 0.7 0.7

 ９　藻類 3.0
10　魚介類 62.8
11　肉類 150.2
12　卵類 38.1 鶏卵 31.4 0.0
13　乳類 1413.5
14　油脂類 20.4
15　菓子類 26.0
16　し好飲料類 0.0
17　調味料及び香辛料類 109.8
18　調理加工食品類 0.0
　　合　　　計 3312.6 1213.4 710.7
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※搬入量については、村の収集のほか、事業所及び一般家庭からの直接搬入分も含まれます。

（単位：kg）

年（令和） 6 7 7 8 7 8
月 12月 1月 2月

一
般
廃
棄
物

可燃物 56,640 58,790 49,230 49,900 40,700 42,130
不燃物 5,180 3,590 1,710 1,800 1,540 2,730
粗大物 1,810 680 300 180 1,650 890
有害物 0 0 0 0 0 0
計 63,630 63,060 51,240 51,880 43,890 45,750

資源物 6,800 7,270 5,650 4,310 3,960 4,080

エコやごみに対する情報をお伝えする

エコ得情報局ご結婚おめでとう
横井 智也さん（第1区）　本田 優奈さん（八代市）
おくやみ申し上げます
　宮原　冨喜さん （第8区）  （2/5）
香典返し
　迫田　勝則　様 宮原　誠一　様
　平川　俊広　様

2月28日現在（前月比）
人口　　3,092 人　　  （ + 5）
男　　　1,450 人　　  （ + 3）
女　　　1,642 人　　  （ + 2）

　世帯　1,187 世帯　　  （ + 2）

むらの動き（2/1 ～ 2/28受付分）

人口と世帯 ‒Population‒

つぶやきつぶやき

〇ごみ袋には必ず氏名を記入してください。
〇正しい分別でごみの減量を心がけましょう。
〇可燃ごみの袋は、中のごみが飛散しないように、持ち手部分も
　しっかりと結びましょう。
〇指定された収集日に出しましょう。収集日の前日または収集日
　の午前８時までに出してください。

総務課 .................................................................23-3111 ※
企画調整課 ......................................................23-3112 ※
産業振興課 ......................................................23-3113 ※
税務課 .................................................................23-5692 ※
健康福祉課（福祉・戸籍） ....................23-3978 ※
健康福祉課（保健衛生） .........................24-1700 ※
地域包括支援センター ............................23-2232 ※
建設課 .................................................................23-6449 ※
教育委員会 ......................................................23-3604 ※
会計室 .................................................................23-3293 ※
議会事務局 ......................................................23-3401 ※
農業委員会事務局 ......................................23-3613
歴史民俗資料館 ............................................23-3665
子ども子育て相談室 .................................35-6650
FAX（代表） ...................................................24-5669
●※印は域内電話と共通番号になります
●人吉市、球磨郡の市外局番は0966です。誌面では省略してます。

主な電話番号 ‒Telephone‒

12月 1月 2月
30,000

70,000

60,000

50,000

40,000

R6年度

R7年度

山江村の1か月あたりの可燃ごみ排出推移（kg） 山江村民
一人あたりの
ごみ排出量
令和8年2月

前月比
 -2.1kg

約 14.7 kg

何気なく燃やしていませんか？
ごみの”野焼き”は「原則禁止」です。

　もうすぐ新年度を迎えますが、花粉に苦しめ
られなかなか新しい気持ちに切り替えられず
にいます。２～３年前に急に花粉症になって以
降、花見や各種行事で外に出ることが多くなる
この時期は「用心する時期」になってしまいま
した。最近は特に周りでも花粉症の人が増えて
きているように感じます。万全の予防や対策を
して、良いスタートが切れるようにしたいもの
です。（S.Y）

問合せ　健康福祉課　 ☎（24）1700

　時折、村内からもお電話をいただくこ
とがある、ごみの「野焼き」。
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」によると、”一部の例外”を除いて、
「ごみは燃やしてはダメですよ」と決め
られています。
　焼却で発生した煙や悪臭等で地域の方々から苦情が出た場
合は、保健所や役場からの指導対象となりますし、火災が発生
する恐れもあります。そして、違法にごみの焼却を行った場
合、懲役刑や罰金などの罰則が科せられます。
　「野焼きは原則禁止」ということをご理解いただき、引き続
き、適切なごみの処理についてご協力をお願いいたします。



問合せ　やまえつつじ祭実行委員会事務局　 ☎（23）3112
 （企画調整課商工観光係）

※詳しくはチラシをご覧ください

ボンバスドライブ

ヤマメの
つかみどり

クイズ
ラリー

球磨拳大会

早食い
大会

●
発
行
所
/山
江
村
企
画
調
整
課
企
画
調
整
係

　
〒
868-8502 熊

本
県
球
磨
郡
山
江
村
大
字
山
田
甲
1356-1

　
TEL 0966-23-3111  FA

X
 0966-24-5669

●
発
行
日
/

　
令
和
8年
3月
27日

発
行

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 https://w

w
w
.vill.yam

ae.lg.jp/
●
公
式
facebook https://www.facebook.com

/yam
aem

ura//
●
印
刷
/（
株
）協
和
印
刷

広
報や
ま
え

4

作り方
1

2

3

4
5

玉ねぎは薄切り、きゅうりは薄い輪切りにする。塩を振って全
体にもみ、５分ほど置き水気を絞る。
人参は薄いいちょう切りにし、茹でて水気を絞る。
おからを耐熱容器に入れラップをし、600wで３分加熱し、冷
ます。
ボウルにAの調味料を混ぜ合わせる。
４に１～３の材料・コーン・ツナを入れて混ぜ、塩こしょうで味
を整える。

卯の花サラダ 食堂こ こ
今月の１枚

村内のおもしろスポットや家族の写真など、
あなたの一枚を広報やまえに掲載しません
か。皆様からのお便りをお待ちしております。
連絡先 企画調整課企画調整係

☎（23）3112
yamae-koho@vill.yamae.lg.jp

　咳に関する難病の助け神である、
息吹きさんの命日に当る、2月21日
にお祭りがおこなわれました。この
息吹きさんに「火吹き竹」を歳の数
だけお供えしてお参りすると病気が
治癒すると伝えられています。現在
では「火吹き竹」から「ストロー」に
お供え物が代わりましたが、今でも
多くの方が参拝に訪れています。
情報提供者：7区情報化推進員

材料／分量（4人分）
おから ......................120g 
玉ねぎ ........1/4個（30g） 
きゅうり ....2/3 個（50g）
にんじん.... 1/3 個（40g） 
コーン缶 .....................70g
ツナ缶.........................40g
塩こしょう..................適量

息吹きさん例祭 ヨーグルト...大さじ２
マヨネーズ ..大さじ２
レモン汁... 小さじ2/3
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